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  今月の視点－168  

私立大の入学定員割れ 
4 年連続で減少！ 
“定員管理の厳格化”から 5 年。 
大学入学者の動向を探る！ 

 

旺文社 教育情報センター 2020 年 12 月 1 日 

教育環境の確保、教育の質保証などの観点により大学は収容定員を定めるが、定員超過、定

員未充足となるケースは多い。これまでにも私立大学の、補助金不交付の定員充足率の基準（定

員超過率）の引き下げなどが講じられてきたが、大都市圏への学生の集中が地方創生の観点か

ら指摘され、 “定員管理の厳格化”が 2016年度から行われた。本稿では、大都市圏と地方、大学

の規模別、都道府県別などの視点から、入学者の動向を探ってみた。 

※本稿では主に、日本私立学校振興・共済事業団資料（『私立大学・短期大学等 入学志願動向』）、文部科学省『学校基本

調査』、ならびに旺文社『大学の真の実力 情報公開 BOOK』のデータを活用した。 

※本稿に記載されている「三大都市圏」は、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫を指す。 

 

■私立大学入学者の概況 

 

 

 

観しておきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図表 1］ 2020 年度 

私立大学 入学者の状況 

 

※日本私立学校振

興・共済事業団資料

より作成。 

※志願倍率＝志願者

÷入学定員。 

※実質倍率＝受験者

÷合格者。 

※入学定員充足率＝

入学者÷入学定員。 

※入学定員割れ校＝

入学定員充足率が

100％未満の大学。 

［図表 2］ 2020 年度 

収容定員の規模別 私立大学の状況 

 
※日本私立学校振興・共済事業団資料より作成。 

※（  ）内は、各収容定員区分の構成率。 

 翌年に入試改革を控えていた

2020年入試では、受験生は超安

全志向となった。推薦・AO入試

で合格を得る者、合格が難しい

センター試験利用入試を避けて

独自入試対策に集中した者など

により、私立大学では志願者、

受験者は減。入学定員充足率は

微減、入学定員割れの大学は減

少した（図表 1）。図表 1のうち

4 項目を収容定員規模別で図表

2 に示した。48校の大規模大学

が入学者の 4 割を占めるなど、

数値の影響は大きいとわかる。 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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図表 3・4を見ると、2006年度以降、私立大学の約 4割、200校超の大学が入学定員割れ

の状態で推移し、2017 年度以降減少に転じたことがわかる。減少に転じた大きな要因が、

“定員管理の厳格化”だ（5ページ参照）。 

2014年度、入学定員割れの私立大学は 265校（全体の 45.8％）だった。一方、全国で約

45,000 人の入学定員超過があった。そのうち、約 36,000人が三大都市圏に集中。また、約

45,000 人の入学定員超過のうち、約 31,000人が収容定員 4,000 人以上の大・中規模大学に

集中（さらにそのうち、約 27,000人が三大都市圏に集中）。これらのことが、教育条件の維

持・向上と地方創生の観点から、政府により指摘され、2016年度から“定員管理の厳格化”

が段階的に行われ、現在に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図表 3］ 私立大学 入学定員未充足校数の推移 ※日本私立学校振興・共済事業団資料より作成。 

 

［図表４］ 私立大学 入学定員未充足校の割合の推移 ※日本私立学校振興・共済事業団資料より作成。 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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■“定員管理の厳格化”がもたらしたもの 

図表 5 は私立大学全体の入学定員充足率の推移で、大規模大学の数値の影響を受けやす

い。一方、図表 6 は収容定員の規模別、三大都市圏とその他の地域別での入学定員充足率

を、“定員管理の厳格化”が実施された年の前年 2015年度からの推移で示したものだ。 

図表 6を見ると、大規模大学では、入学定員充足率は右肩下がりとなっており、三大都市

圏は 2019年度・2020 年度は 100％を割っている。中規模大学では、三大都市圏の入学定員

充足率が一気に下降。小規模大学では、三大都市圏・その他の地域ともに、入学定員充足率

は右肩上がりの数値を示している。 

“定員管理の厳格化”が始まった 2016年度以降、全般的に、大規模大学と三大都市圏にあ

る中規模大学への入学が難化し、小規模大学への入学者が増加したことが見て取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図表 5］ 私立大学 入学定員充足率の推移 ※日本私立学校振興・共済事業団資料より作成。 

 

 

［図表 6］ 私立大学 

収容定員の規模別＆地域別、 

入学定員充足率の推移 

※日本私立学校振興・共済事業団資料より作成。 

※大学の所在地で集計。 

 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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「例年だったら◎◎大に合格できる学力の生徒が不合格になった」──。 

“定員管理の厳格化”以降、高校の進路指導の先生方から、異口同音に聞いた話だ。 

 都市部の大規模校で合格者が絞り込まれたことで、従来であれば合格していたと考えら

れる学力の受験生が弾き出され、玉突きのように併願校に流れていくという動きとなった。 

 図表 7で示した通り、2014 年度と 2017 年度の比較で、三大都市圏の大・中規模大学の入

学者は 7,831 人の減少となっている。大学は定員管理のために合格者を絞り込み、その後、

入学者確保のために追加合格者を出す。受験生は別の大学に入学手続きをした後に、志望上

位の大学から追加合格が来て、志望上位校に入学する場合には経済的に負担となる。 

 図表 8 では、2016 年度以降、大・中規模大学のとりわけ三大都市圏で実質倍率の上昇。

入試の難化が見て取れる。（2020年度は受験者減・合格者増で実質倍率は下がった。2016 年

入試以降、なかなか合格できない先輩たちを見てきた受験生の安全志向に拍車がかかり、

2019 年入試では翌々年に控えた入試改革に対して得も言われぬ不安を抱いた層が浪人を回

避したと見られ、2020年センター試験では既卒者の出願が 5.9％減少していた）。 

 こうした受験生や大学の動きの結果、入学定員割れの大学は減少し、三大都市圏の大・中

規模大学への入学者の集中は、一定程度縮減した。 

  

  

 

［図表 8］ 私立大学 

収容定員の規模別＆地域別、

実質倍率の推移 

※日本私立学校振興・共済事業団資料より作成。 

※実質倍率＝受験者÷合格者。 

※大学の所在地で集計。 

 

［図表 7］ 三大都市圏の 

大・中規模大学における、入学定員を超える入学者数 

※文部科学省通知（2018/9/11。日本私立学校振興・共済事業団において 

補助金算定に用いたデータ）による。 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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 他方、依然 200 校弱の大学が入学定員未充足となっている。図表 9は弊社刊行『大学の真

の実力 情報公開 BOOK』調べのデータだ。補助金増額のインセンティブのない充足率 90％未

満の大学が、三大都市圏以外の地域、入学定員 1,000人未満の小規模大学で多いという結果

となった。 

  

“定員管理の厳格化”の概要（文部科学省通知［2015/7/10、2018/9/11］、文部科学省資料を基に作成） 

 

◎私立大学経常費補助金が不交付となる入学定員充足率（入学定員超過率） 

└2015年度。収容定員 8,000 人以上 1.20 倍以上／8,000 人未満 1.30 倍以上。 

└2016年度。収容定員 8,000 人以上 1.17 倍以上／4,000 人～8,000 人未満 1.27 倍以上／4,000 人未満 1.30 倍以上。 

└2017年度。収容定員 8,000 人以上 1.14 倍以上／4,000 人～8,000 人未満 1.24 倍以上／4,000 人未満 1.30 倍以上。 

└2018年度。収容定員 8,000 人以上 1.10 倍以上／4,000 人～8,000 人未満 1.20 倍以上／4,000 人未満 1.30 倍以上。 

・本基準は三大都市圏に限ったものではなく、収容定員の規模に対して適用。医・歯学部除く。 

・2014 年度を基礎とした試算では、本基準の厳格化により抑制される定員超過学生約 16,000 人のうち約 9 割は三

大都市圏に集中。地方創生にも資するものとした。 

 ⇒2019年度以降は、2018年度の基準を適用。 

 

◎入学定員を上回る学生分の減額等 

└2019年度から入学定員充足率が 1.0倍を超える入学者がいる場合、超過人数に応じた学生経費相当額を減額。 

 ⇒図表 6、図表 7の状況などにより 2018年 9月に当面見送ることを通知（3年後を目途に実施の要否を検討）。 

  厳密な入学定員の管理により合格者決定が数次にわたり、受験生に経済的・心理的な負担があるという指摘も。 

└定員管理の適正化への取り組みの結果、入学定員充足率が 0.95倍以上、1.0倍以下の場合に一定の増額。 

 ⇒2018 年 9 月に、より厳格な定員管理と学生確保への一層の努力を促すために入学定員充足率 0.9 倍以上、1.0

倍以下の場合に増額と変更（医・歯学部除く）。 

 

◎定員の適正化に向けた他の施策 

└2017年度より段階的に設置認可の審査基準の厳格化を行う。 

 ⇒既設の学部の入学定員充足率の修業年限期間平均値が、一定の基準を超える公私立大学の学部等の設置を認可

しない基準を、収容定員規模・学部入学定員規模に応じて強化（※）。 

└国立大学に対しても措置。 

⇒各学部の入学定員充足率が一定基準を超えた場合、超過人数分の授業料相当額を国庫返納する基準を強化。 

⇒国立大学の学部等新設の「意見伺い」も上記（※）に準ずる。 

 

・上記以外にも、2028年 3月末まで東京 23区の大学の収容定員を認可しない措置も取られている（例外措置あり）。 

 

 

［図表 9］ 2020 年度 私立大学 入学定員未充足校の充足率の分布 

※旺文社『大学の真の実力 情報公開 BOOK』より作成。 ※私立大学 575 校の有効回答を基に算出。 ※大学の本部所在地で集計。 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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■三大都市圏にはどれだけの学生がいるのか 

 図表 10で、国公私立大学合計の学部学生数が多い順に見ると、東京（25.7％）を筆頭に、

大阪、愛知、神奈川、京都、兵庫、埼玉、福岡、千葉、北海道という順となる。三大都市圏

の都府県が、ここに全て入っており、大学生の 4分の 1が東京にいることもわかる。 

 自県の大学生のうち、国公私立大学別の割合はどうなっているか。 

 国立大学の学生割合が高い順に見ると、鳥取（76.6％）を筆頭に、佐賀、島根、富山、山

形、鹿児島、香川、茨城、高知、徳島となる。設置されている国立大学の定員規模や、私立

大学のあるなし、ある場合でもその定員規模などが要因となるが、地方の県が上位に並ぶ。 

 一方、私立大学の学生割合が高い順は、神奈川（92.8％）を筆頭に、埼玉、東京、千葉、

大阪、愛知、京都、兵庫、栃木、滋賀となり、国公立大学と場合と同様の要因はあろうが、

三大都市圏が上位 8を占めている。上位 3都県は、私立大学の学生が 9割強を占めた。 

 

■大学進学を契機とした都道府県別の流出入差 

 次ページの図表 11 では、都道府県別の大学進学者数と大学入学者数による流出入差を示

した。 

 北海道を例に見ると、「北海道の高校を卒業⇒北海道を含む全国いずれかの大学に進学＝

20,767 人」がいる一方で、「北海道を含む全国いずれかの高校を卒業⇒北海道の大学に入学

＝19,367人」。差し引き 1,400人が、大学進学を機に北海道からいなくなったという計算に

なる。東京を筆頭に、京都、大阪、福岡、愛知など 10 都府県のみが流入大となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［図表 10］ 2020 年度 都道府県別 学部学生数＆自県の学部学生の国公私立大学別の割合 

※文部科学省『学校基本調査』より作成。 ※学部の所在地で集計。 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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“定員管理の厳格化”で指摘された三大都市圏の大学には、どの県の出身者が多いのか。た

とえば、流出入差で 72,679人の東京を図表 12で見ると、東京の大学入学者のうち、東京の

高校出身者が 34.0％を占め、神奈川、埼玉、千葉と続く。他の地域からの入学者は 26.8％

となっている。東京の大学入学者には、これら 4都県の高校出身者が多数を占め、この傾向

は他の埼玉、千葉、神奈川も同様だ。 

 4 都県合計で見た場合、4 都県の大学入学者のうち、4 都県以外の高校出身者の割合は

28.2％。この数字を過去 5 年ごとに見ると、2009 年度 33.0％⇒2014 年度 30.6％⇒2019 年

度 28.2％という推移となる（文部科学省『学校基本調査』より）。“定員管理の厳格化”よりも前

に既に、4都県の大学入学者に占める、4都県以外の高校出身者の割合は下がっており、2019

［図表 11］ 2019 年度 都道府県別 大学進学者の流出入差 

※文部科学省『学校基本調査』より作成。 ※｢その他｣…｢外国の学校の修了者｣｢専修学校高等課程の修了者｣｢高認定試験合格者｣など。 
 

2019 年度 大学進学者（＝大学入学者） 合計 631,273 人 

 

※文部科学省『学校基本調査』より作成。 

※｢その他｣…｢外国の学校の修了者｣｢専

修学校高等課程の修了者｣｢高認定試験

合格者｣など。 

［図表 12］ 2019 年度 

三大都市圏の 

大学入学者に占める 

出身県別の占有率 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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年度にかけて、さらに下降したこととなる。関西 3府県についても同様で、3府県の大学入

学者に占める、3 府県以外の高校出身者の割合は、2009 年度 35.0％⇒2014 年度 33.2％⇒

2019年度 32.2％。愛知は違う推移を示しており、愛知の大学入学者に占める、愛知以外の

高校出身者の割合は、2009年度 35.3％⇒2014 年度 34.8％⇒2019年度 35.1％と、35％前後

で推移している。 

 これらの動向には、受験生の地元志向の状況、地域の大学・学部新設の状況、経済的な事

情など、さまざまな要因が絡み合っていると考えられる。また、2009 年度、2014 年度の入

学者については各々、リーマン・ショック、東日本大震災の影響もあろう。他地域の動向も

含めた丁寧な考察が必要であり、ここでは要因を断じることはできないが、大都市圏（首都

圏、関西圏）の大学入学者に占める他地域の割合が減少していることはわかる（このあたり

の動きは、新型コロナ感染症の影響により、2021年度にどうなるのか注視したい）。 

 

◆           ◆          ◆ 
 

 ここまで、“定員管理の厳格化”と関連があるデータの推移を見てきた。大都市圏や大規

模大学への入学者集中の緩和が見られた。 

 一方、受験生の目には、大都市圏には私立大学が多数あり、学力相応の志望校の選択肢が

豊富にあると見える。設置されている学部系統もさまざまある。他方、地方には私立大学が

少なく、選択肢は限られる。国立大学の受験が学力的に困難な場合、また、地元に学力相応

の志望校がない場合や、学びたい学部系統がない場合などは、近隣の中核都市または大都市

圏の大学を志望することとなる。大学卒業後の就職事情を考えると、都市部へ進学という選

択も出てくる。地元を離れる進学には多くの費用がかかる。経済的な理由で、他の進路を選

択することもあろう。三大都市圏や地方の中核都市に学生が集中している実情は、こうした

受験生の現実もある。 

 大学は高等教育の機会のひとつであり、地域になくてはならない存在だ。“定員管理の厳

格化”は地方創生にも資するとされ一定の効果があったとされた。今後は、地方の大学が、

より魅力あるものになるための国、地方自治体、大学などの取り組みが重要だ。国でも、18

歳人口減少により将来の大学入学者数の減少が予測されるなか、今後、大学が取り組むべき

人材育成、大学間連携・地域との連携、さらには地方の大学の魅力化、定員のあり方などが

話し合われており、その議論に注視していきたい。 

（2020.12 加納） 

http://passnavi.obunsha.co.jp/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/

